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１【提出理由】

　　当社は、平成25年７月31日開催の取締役会において、平成25年10月１日（予定）を効力発生日として、当社の押出事業に

関する権利義務を、住友軽金属工業株式会社（以下「住友軽金属」といいます。）の完全子会社である株式会社住軽テ

クノ（以下「住軽テクノ」といいます。）に吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）により承継させる吸収分割

契約を締結することを決議し、同日、同契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

　（１）当該吸収分割の相手会社に関する事項

　　　①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

　商号 　株式会社住軽テクノ

　本店の所在地 　東京都千代田区岩本町一丁目11番２号

　代表者の氏名 　荘司　啓三

　資本金の額 　490百万円

　純資産の額（平成25年３月31日現在） 　1,602百万円

　総資産の額（平成25年３月31日現在） 　12,314百万円

　事業の内容 　アルミニウム押出素材・部材加工製品の販売

　　　　（注）住軽テクノは、平成25年10月１日（予定）に、その商号を「株式会社ＵＡＣＪ押出加工」に変更する予定です。

　

　　　②　最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（単位：百万円）　

事業年度 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

売上高 31,237　 28,566　 27,236

営業利益 304　 188　 229　

経常利益 169　 37　 754　

当期純利益 162　 12　 718　

　　　

　　　③　大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

　大株主の名称 　発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

　住友軽金属工業株式会社 　100％

　

　　　④　提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係　

　資本関係

　特筆すべき資本関係はありません。なお、当社と住友軽金属との間の平成

25年４月26日付合併契約に基づく平成25年10月１日（予定）を効力発生

日とする吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。）による経営統合

に伴い、住軽テクノは統合新会社である株式会社ＵＡＣＪの完全子会社

となる予定です。

　人的関係 　特筆すべき人的関係はありません。

　取引関係 　特筆すべき取引関係はありません。

　

　（２）当該吸収分割の目的

　　　　当社と住友軽金属は、平成25年10月１日（予定）の本吸収合併による経営統合後の経営体制として、事業単位で収益

管理責任を明確にする「事業分社制」を採用することといたしました。これに先立ち、各事業単位において再編成

を実施して新体制への円滑な移行に備えることが必要となりました。今回の当社の押出事業の住軽テクノへの吸収

分割も、その再編成の一環であります。

　　　　なお、住軽テクノは、本吸収合併による経営統合に伴い、平成25年10月１日に商号を「株式会社ＵＡＣＪ押出加工」に

変更する予定です。

　

　（３）当該吸収分割の方法、吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数その他

の財産の内容その他の吸収分割契約の内容

　　　①　吸収分割の方法

　　　　　当社を吸収分割会社とし、住軽テクノを吸収分割承継会社とする吸収分割です。
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　　　②　吸収分割の日程　

　取締役会決議日（住軽テクノ） 　平成25年７月30日

　取締役会決議日（当社、住友軽金属） 　平成25年７月31日

　吸収分割契約締結日（両社） 　平成25年７月31日

　株主総会開催日（住軽テクノ） 　平成25年９月中旬（予定）

　本吸収分割の効力発生日 　平成25年10月１日（予定）

　　　　（注１）本吸収分割は、当社において会社法第784条第３項に規定する簡易吸収分割に該当します。そのため、当社は

吸収分割契約につき会社法第783条第１項に定める株主総会の決議による承認を受けることなく、本吸

収分割を行う予定です。

　　　　（注２）本吸収分割は、古河スカイ及び古河スカイ小山押出株式会社の間の平成25年７月31日付吸収分割契約書に基

づく吸収分割の効力発生を停止条件としており、また、公正取引委員会に対する本吸収分割に関する計

画の届出に係る手続の完了後に行う予定です。

　　　　（注３）住軽テクノの取締役会決議は、住友軽金属の取締役会において決議されることを停止条件としております。

　

　　　③　吸収分割に係る割当ての内容

　　　　　本吸収分割に際し、住軽テクノは当社に対して金2,088百万円を交付します。

　

　　　④　その他の吸収分割契約の内容

　　　　　当社と住軽テクノが平成25年７月31日に締結した吸収分割契約の内容は次のとおりです。

 

吸収分割契約書

　

　古河スカイ株式会社（住所：東京都千代田区外神田四丁目14番１号。平成25年10月１日付で商号を株式会社ＵＡＣＪ、住

所を東京都千代田区大手町一丁目７番２号に変更予定。以下「甲」という。）及び株式会社住軽テクノ（住所：東京都千

代田区岩本町一丁目11番２号。平成25年10月１日付で商号を株式会社ＵＡＣＪ押出加工に変更予定。以下「乙」という。）

は、甲が本事業（第１条において定義される。）に関して有する権利義務を乙に承継させる吸収分割（以下「本吸収分

割」という。）に関し、平成25年７月31日、次のとおり吸収分割契約（以下「本契約」という。）を締結する。

　

第１条（吸収分割）

甲は、本契約に定めるところに従い、本効力発生日（第４条第１項において定義される。以下同じ。）をもって、甲の押出

事業（営業本部の押出営業部門の取扱う事業を含み、以下「本事業」という。）に関する本承継権利義務（第２条第１項

において定義される。）を乙に承継させ、乙は、これを甲から承継する。

　

第２条（承継する権利義務）

１. 乙は、本吸収分割により、甲から別紙「承継権利義務明細表」記載の資産、負債、契約その他の権利義務（以下「本承

継権利義務」という。）を承継する。

２. 前項の規定による甲から乙への債務の承継については、全て重畳的債務引受の方法によるものとする。

　

第３条（本吸収分割に際して交付する対価に関する事項）

乙は、本吸収分割に際して、本承継権利義務の対価として、金2,088百万円を甲に対して交付する。

　

第４条（効力発生日）

１. 本吸収分割がその効力を生ずる日（以下「本効力発生日」という。）は、平成25年10月１日とする。

２. 甲及び乙は、本吸収分割の手続上の必要が生じた場合その他の事由により、甲乙協議のうえ、本効力発生日を変更する

ことができる。

　

第５条（その他の組織再編）

１. 甲及び乙は、甲が、いずれも平成25年10月１日を効力発生日（予定）として、以下の組織再編行為並びに甲及び住友軽

金属工業株式会社の間の平成25年４月26日付合併契約書に基づく吸収合併を行う予定であることを確認する。

(1) 甲及び古河スカイ小山押出株式会社（住所：東京都千代田区外神田四丁目14番１号。平成25年10月１日付で商号

を株式会社ＵＡＣＪ押出加工小山に変更予定。）の間の平成25年７月31日付吸収分割契約書に基づく吸収分割

(2) 甲及び古河スカイ鋳鍛株式会社（住所：東京都千代田区外神田四丁目14番１号。平成25年10月１日付で商号を株

式会社ＵＡＣＪ鋳鍛に変更予定。）の間の平成25年７月31日付吸収分割契約書に基づく吸収分割

(3) 甲及び古河スカイテクノ株式会社（住所：埼玉県深谷市上野台1351番地。平成25年10月１日付で商号を株式会社
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ＵＡＣＪコンポーネンツ深谷に変更予定。）の間の平成25年７月31日付吸収分割契約書に基づく吸収分割　

２. 本吸収分割は、甲及び古河スカイ小山押出株式会社の間の平成25年７月31日付吸収分割契約書に基づく吸収分割の効

力が生じることを停止条件として、その効力を生ずるものとする。

３. 甲及び乙は、本吸収分割、第１項各号に記載の組織再編行為並びに甲及び住友軽金属工業株式会社の間の平成25年４

月26日付合併契約書に基づく吸収合併が、平成25年10月１日の到来をもって同時に効力を生じる予定であることを確

認する。

　

第６条（株主総会）

１. 甲は、会社法第784条第３項の規定により、本契約につき会社法第783条第１項に定める株主総会の決議による承認を

受けることなく、本吸収分割を行う。

２. 乙は、本効力発生日の前日までに、本契約につき会社法第795条第１項に定める株主総会の決議（会社法第319条第１

項により、株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。）による承認を受けて、本吸収分割を行う。

　

第７条（競業避止義務）

甲は、本効力発生日後においても、本事業について、法令によるか否かを問わず、競業避止義務を負わないものとする。

　

第８条（事情変更）

甲及び乙は、本契約締結後、本効力発生日までの間において、甲又は乙の資産又は経営状態に重要な変動が生じた場合、

本吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、その他本吸収分割の目的の達成が困難となった場合には、協議

し合意の上、本吸収分割の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。

　

第９条（本契約の効力）

本契約は、本効力発生日の前日までに、第６条第２項に定める乙の株主総会の承認が得られないとき、本吸収分割を実行

するために本効力発生日に先立って取得することが必要な法令等に定める関係官庁等の承認等が得られなかったとき、又

は前条に従い本契約が解除されたときは、第10条を除き、その効力を失う。

　

第10条（準拠法及び裁判管轄）

１. 本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈される。

２. 本契約に関連する甲乙間の一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

　

第11条（協議事項）

本契約に定めのない事項その他本吸収分割に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が協議の上、これを定め

る。

　

本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する。

　

平成25年７月31日

　

甲： 古河スカイ株式会社

東京都千代田区外神田四丁目14番１号

代表取締役社長　岡田　満

　

乙： 株式会社住軽テクノ

東京都千代田区岩本町一丁目11番２号

代表取締役社長　荘司　啓三

　

　　

別紙

承継権利義務明細表

　

乙が本吸収分割により甲から承継する本承継権利義務の内容は、本効力発生日における以下の権利義務とする。

　

１. 資産

甲が所有する本事業に属する一切の資産（疑義を避けるために付言すると、古河スカイ小山押出株式会社及び古河ス

カイ滋賀株式会社の株式を含むが、古河スカイ鋳鍛株式会社及び古河スカイテクノ株式会社の株式は含まれない。）。

但し、次の各号に掲げるものを除く。
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①　古河（天津）精密?業有限公司の持分

②　PT. Furukawa Indal Aluminumの株式

③　軽金属押出開発株式会社の株式

④　金銭債権のうち以下に記載する項目

　・売掛金

　・受取手形

　・未収入金

⑤　古河スカイ滋賀株式会社に賃貸する土地

⑥　甲が所有する古河スカイ滋賀株式会社で製造された製品の在庫

　

２. 負債

甲が負担する本事業に属する一切の負債。但し、次の各号に掲げるものを除く。

①　金銭債務のうち以下に記載する項目

　・買掛金

　・支払手形

　・未払金

　・未払費用　

　

３. 雇用契約

甲とその従業員との間の雇用契約及びこれに付随する権利義務は、本吸収分割により承継しない。

　

４. 雇用契約以外の契約

甲を当事者とする本事業に属する一切の契約（覚書、協定書、確認書その他の合意を含み、書面か口頭かを問わない。）

の契約上の地位及びこれらに基づく一切の権利義務。

　

以上　

　

　（４）吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

　　　　①　算定の基礎及び経緯

　　　　　　当社は、当社及び住軽テクノから独立した第三者算定機関であるアーンストアンドヤング・トランザクション・ア

ドバイザリー・サービス株式会社（以下「ＥＹＴＡＳ」といいます。）を選定し、押出事業の事業価値の算定

を依頼しました。

　　　　　　ＥＹＴＡＳは、この依頼を受け、修正簿価純資産法及びディスカウント・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ

法」といいます。）を用いて分析を行い、算定書を提出しました。

　　　　　　当社及び住軽テクノは、ＥＹＴＡＳによる算定結果を参考として、慎重に検討と協議を行い、押出事業の対価として

交付される金銭の額は上記（３）③記載の額が妥当であるとして、最終的に交付する金額を決定いたしまし

た。

 　　　　

　　　　②　算定機関との関係

　　　　　　当社が押出事業の事業価値の算定を依頼したＥＹＴＡＳは、当社及び住軽テクノの関連当事者には該当せず、本吸

収分割に関して記載すべき重要な利害関係を有していません。

　　

　　　　③　公正性を担保するための措置

　　　　　　当社は、本吸収分割に際して対価の公正性を担保するため、独立した第三者算定機関であるＥＹＴＡＳに押出事業

の事業価値の算定を依頼し、算定書を受領しました。

　

　　　　④　利益相反を回避するための措置

　　　　　　住軽テクノは、本吸収合併の効力発生により、統合新会社である株式会社ＵＡＣＪの完全子会社となる予定であり、

また両社を兼任する取締役は存在しません。本吸収分割に際し、当社と住軽テクノの間に特段の利益相反関係

は生じないことから、特別な措置は講じておりません。

　　　　　　　

　（５）当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、

総資産の額及び事業の内容

　商号 　株式会社ＵＡＣＪ押出加工

　本店の所在地 　東京都中央区日本橋兜町６番５号

　代表者の氏名 　代表取締役社長　荘司　啓三
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　資本金の額 　1,640百万円

　純資産の額 　現時点では確定しておりません。

　総資産の額 　現時点では確定しておりません。

　事業の内容 　アルミ押出素材・部材加工製品の販売

　　

 以　上
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